
262048 京都府 宇治市

造成：
管理：
運用：
活用：

連絡先 担当課・係
郵便番号： 611-0031 住所：

電話：
ＦＡＸ：

ｅ－ｍａｉｌ：

目標額 20,000 万円 目標年度 未設定 年度 設定年度 昭和６３ 年度

公的出捐金 10,000 万円 うち取崩金額 万円 金額 万円
寄付・募金 1,008 万円

その他 1,381 万円
計 12,389 万円

Ｈ21年度 128 万円 Ｈ22年度 75 万円 Ｈ23年度 62 万円
137 万円 369 万円 185 万円

名称：
役員 22 名 人数：
事務局 3 名 構成員：
計 25 名

名

所管部局
都市整備部　公園緑地課

基金の組織名
（公財）宇治市公園公社 総務課

基金名
宇治市都市緑化基金

団体名
公益財団法人　宇治市公園公社

（公財）宇治市公園公社 総務課
（公財）宇治市公園公社 総務課
（公財）宇治市公園公社 総務課

代表者名

理事長　吉田　博宣

設立年月日　　　　　　　　名称変更
昭和６３年７月１１日　　　　　平成２２年１０月１日

（　総務課　）
京都府宇治市広野町八軒屋谷２５－１

刊行物 ホームページＵＲＬ： http://uji-citypark.jp

０７７４－３９－９３９３
０７７４－３９－９３８８
jimukyoku@uji-citypark.jp

基金の設立根拠
寄付行為　（財）宇治市公園公社　寄付行為　　　　　　２２年１０月～　（公財）宇治市公園公社　定款
特定公益増進法人等
４．その他　公益財団
基金の活動目的

民有地を始めとする市街地の緑化を推進し、潤いと安らぎのある街づくりを形成するため、都市緑化基金の造成・管
理及び運用を行うことを目的とする。

基金の事業

基金の造成目標

主な使途

基金の造成実績 積立を行なわない寄付等

主な使途

１．都市緑化基金の造成・管理及び運用

２．市街地緑化の推進

３．公園及び緑化の保全と利用に関する啓発

４．都市緑化・公園緑地事業に関する調査研究

定期刊行物 その他刊行物

年間事業費と果実の金額（Ｈ21年度・22年度・Ｈ23年度の決算額）　上段：年間事業費、下段：基金の果実金額

組織構成

主な
諮問内容

基金運用の諮問機関
基金担当課係の名称：

構成：



基金名：

全体 うち基金
１．緑化助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 618 618

２．記念植樹事業

　　　町内会・自治会及び商店街等の地域団体が道路に面した部分に花飾りを行う場合に
　　　プランターに用土と花苗をつけて貸与する。一団体当り５０個を限度に貸出し、年３回
　　　程度の花苗等の植替えを行う。花苗の植替えをする場合には、これに必要な花苗等
　　　を貸出プランターの数の１／２相当分を限度として配付する。

　　＊２４年度は、緑のカーテン・緑の棚部門のみ継続

    　２３年度実績：１２件

４．花と緑のコンテスト（２１～２３年度）
　　家庭や街で緑に親しみ・緑にいそしみ、緑・花に満たされた景観を増やしている個人
　　や団体を顕彰することにより、緑化活動のより一層の普及に努める。
　　庭、街並み、緑のカーテン・緑の棚の３部門を設定。
    ２３年度実績：応募件数６２件

３．プランター貸出事業

　　　個人を対象に結婚記念日・出産・入園・入学・長寿の祝い等、又は自宅の新築・購入
　　　等の場合や町内会・自治会等の地域団体がその活動の節目を記念する場合に
　　　記念植樹を助成する。
　　　個人対象は高さが概ね１ｍ程度の希望する種類の樹木１本、地域団体等の場合には
　　　一広場について、５０，０００円を限度として樹木を配付する。
    　２３年度実績：個人５８件

       ２３年度実績：１件

　　④壁面緑化
　　　 塀、フェンス等を緑化（つる性植物等）する場合に助成金を交付する。
       助成金は、経費の１／２以内の額を限度として、５０，０００円を限度とする。

       助成金は、経費の１／２以内の額を限度として、５０，０００円を限度とする。

　　③駐車場緑化
　　　 駐車場等を緑化（地被植物等）する場合に助成金を交付する。
       助成金は、経費の１／２以内の額を限度として、５０，０００円を限度とする。

       に転換する場合には１００，０００円を限度とする。
       ２３年度実績：１件

　　②庭先緑化
　　　 玄関先等を緑化（樹木植栽等）する場合に助成金を交付する。

　　①生垣緑化
       生垣づくりを奨励し、生垣を新設する場合又はブロック塀等を生垣に転換する場合に
       助成金を交付する。助成金は、生垣の設置に要する経費の１／２以内の額を限度
       として、生垣を新設する場合には、５０，０００円、既存のブロック塀等を除去し、生垣

備考

宇治市都市緑化基金

平成23年度事業内容（事業名、事業目的、事業対象、内容詳細）
事業費（千円）


